
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前面側が正面長方形状をなす配線器具をその前面側の設置向きが正面縦長長方形状又は正
面横長長方形状のどちらか一方に設置されるように配線器具の前面側の設置向きを

保持可能な複数の保持孔を備えた配線器具取付枠と、前記配線器具取付枠に取
付けられる化粧プレートとよりなる配線器具の配設装置であって、
前記化粧プレートは、
前記配線器具の設置部周縁を覆うとともに、前記配線器具の前面側が通過可能な複数の通
過孔を備えるプレート本体と、
前記配線器具の前面側の外周縁に対応する長方形状をなすとともに同配線器具の前面側が
臨み込む貫通孔を備え、その貫通孔の長さ方向が配線器具の前面側の設置向きと異なる場
合、貫通孔の長さ方向が同配線器具の前面側の設置向きに対応するように９０度回転され
てプレート本体の 通過孔にそれぞれ対応して着脱可能に取付けられる 枠体とより
なり、
前記配線器具がその前面側の設置向きが されて前記保持孔に保持された場合に
も、前記 通過孔は前記配線器具の前面側が通過可能である配線器具の配設装置。
【請求項２】

請求項１に記載の配線器具の配設装置。
【請求項３】
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請求項 記載の配線器具の
配設装置。
【請求項４】

請求項１ 請求項 に記載の配線器具の配設装置。
【請求項５】

請求項１～請求項４のいずれかに記載の配線器具
の配設装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、建築物の壁面や天井面等に設置されるコンセント等 線器具の配設装置に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、スイッチやコンセント等の配線器具は、それらの前面側を通過させた状態で保持
可能な配線器具取付枠の保持孔に保持される。配線器具取付枠は、例えば正面長方形状を
なし、上下方向へ縦長に配置したとき、その上下方向に複数の配線器具を保持する保持孔
が複数箇所に形成されている。そして、配線器具には建築物の壁裏側に上下方向へ縦長に
設置された配線用ボックス又は壁表側に設置された配線ダクト内に引き込まれたケーブル
等に接続される。
【０００３】
そして、その配線器具取付枠を、配線器具の前面側が室内側へ臨むように配線用ボックス
の開口面側に設置された壁又は配線ダクトに取付けて配線器具が壁面に設置される。さら
に、その配線器具取付枠には、それらを覆うとともに、配線器具の前面側のみを室内側へ
臨み込ませる通過孔を備えた化粧プレートが取付けられる。この化粧プレートは矩形状を
なし、上下方向へ縦長に配置したとき、その上下方向に複数箇所に通過孔が位置している
。
【０００４】
配線器具の前面側の寸法はＪＩＳ　Ｃ８３０４に示されるように、縦２２．７ｍｍ×横２
８ｍｍの長方形状に規定されている。そのため、配線器具取付枠の保持孔は、配線器具取
付枠を上下方向へ縦長に配置したとき、前記寸法に対応する正面横長長方形状に形成され
、化粧プレートの通過孔は、化粧プレートを上下方向へ縦長に配置したとき、前記寸法に
対応する正面横長長方形状に形成されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
例えば水平方向へ延びる桟、あて木等に配線用ボックスを横方向へ横長に９０度回転させ
て設置した場合、配線器具取付枠も９０度回転して配線用ボックスに取付けられる。する
と、その配線器具取付枠の保持孔に保持された配線器具、例えばコンセントも９０度回転
して正面縦長長方形状に壁表側に設置されてしまうという問題があった。
【０００６】
また、図１２に示すように、ＴＶケーブルを接続するための接続部を前面側に備えるＴＶ
用コンセント５４は、図１２の破線に示すように、その一方の短辺側に同軸ケーブル５５
を接続する接続端子５６が設けられている。そのため、ＴＶ用コンセント５４をその前面
側が正面横長長方形状をなすように配線器具取付枠５７に取付け、壁表側に設置すると、
接続端子５６が配線ダクト内の同軸ケーブル５５の延びる方向に対し直角に位置してしま
う。その結果、同軸ケーブル５５を折り曲げてＴＶ用コンセント５４の接続端子５６に接
続しなければならず、その接続作業が困難であるという問題があった。
【０００７】
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前記配線器具取付枠は、一面に開口を有する有底箱状をなし、被設置体に設置されて内部
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この発明は、このような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その
目的とするところは、配線器具の設置向きを所望する方向へ変更することができ、その設
置向きの変更に容易に対応することができ 線器具の配設装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明の配線器具の配設装置は、前面側が
正面長方形状をなす配線器具をその前面側の設置向きが正面縦長長方形状又は正面横長長
方形状のどちらか一方に設置されるように配線器具の前面側の設置向きを

保持可能な複数の保持孔を備えた配線器具取付枠と、前記配線器具取付枠に取付けられ
る化粧プレートとよりなる配線器具の配設装置であって、前記化粧プレートは、前記配線
器具の設置部周縁を覆うとともに、前記配線器具の前面側が通過可能な複数の通過孔を備
えるプレート本体と、前記配線器具の前面側の外周縁に対応する長方形状をなすとともに
同配線器具の前面側が臨み込む貫通孔を備え、その貫通孔の長さ方向が配線器具の前面側
の設置向きと異なる場合、貫通孔の長さ方向が同配線器具の前面側の設置向きに対応する
ように９０度回転されてプレート本体の 通過孔にそれぞれ対応して着脱可能に取付けら
れる 枠体とよりなり、前記配線器具がその前面側の設置向きが されて前
記保持孔に保持された場合にも、前記 通過孔は前記配線器具の前面側が通過可能で
ある。
【００１５】
請求項 に記載の発明の配線器具の配設装置は、請求項 記載の発明において、前記配
線器具取付枠は、被設置体に設置され、内部に配線が配設される配線ダクトに取付けられ
るものである。
【００１６】
請求項 に記載の発明の配線器具の配設装置は、請求項 記載の発明において、前記配
線器具取付枠は、一面に開口を有する有底箱状をなし、被設置体に設置されて内部に配線
が配設される配線用ボックスの開口側に取付けられるものである。
請求項 に記載の発明の配線器具の配設装置は、請求項１～請求項 のいずれかに記載の
発明において、前記プレート本体に取付けられた枠体の未使用の貫通孔を閉塞する閉塞蓋
を、枠体に対して着脱可能に設けたものである。
請求項 に記載の発明の配線器具の配設装置は、請求項１～請求項 のいずれかに記載の
発明において、前記通過孔は正方形状に形成されている。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を、図面に基づいて詳細に説明する。
（第１実施形態）
図１、図２及び図６に示すように、被設置体としての建築物の壁面の表側に設置される合
成樹脂材料製の配線ダクト１１は、断面ほぼＥ字状をなす細長板状に形成され、一面が開
口されている。その開口側には、開口を閉塞する蓋体１０が取付けられている。配線ダク
ト１１の長辺側の両側縁部には内外方へ突出する凸条１２が配線ダクト１１の長さ方向に
沿って形成され、各凸条１２と配線ダクト１１の各側縁部との間に凹条１３が形成されて
いる。また、配線ダクト１１の一側縁側の底面には内方へ突出する一対の突出片１４が配
線ダクト１１の長さ方向に沿って形成され、それらの間に固定溝１５が形成されている。
【００１８】
そして、上記構成の配線ダクト１１の底面から建築物の壁面にビス１１ａを打ち込んで配
線ダクト１１が壁面の上下、左右又は斜め方向へ延びて取付けられる。さらに、図１の破
線に示すように、その配線ダクト１１内にケーブル１６、同軸ケーブル１７等の配線が配
設されるようになっている。また、ケーブル１６には配線器具としてのコンセント１８が
、同軸ケーブル１７には配線器具としてのＴＶ用コンセント１９が接続される。
【００１９】
前記コンセント１８、ＴＶ用コンセント１９は、室内側に臨む前面側の寸法がＪＩＳ　Ｃ
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８３０４に示されるように、縦２２．７ｍｍ×横２８ｍｍの長方形状に規定されている。
また、図８に示すように、それらの両短辺側において前面側より奥方には一対の係止凸部
２０がそれぞれ形成されている。コンセント１８の前面側にはプラグの差込口１８ａが形
成され、ＴＶ用コンセント１９の前面側にはＴＶケーブルを接続するための接続部２１が
形成されている。また、図５に示すように、ＴＶ用コンセント１９は、その一方の短辺側
に同軸ケーブル１７を接続する接続端子２２が設けられている。
【００２０】
図２に示すように、配線ダクト１１に取付けられる合成樹脂材料製の配線器具取付枠２３
は正面長方形状をなす底壁２４と、その両短辺側から外方へ拡がって延びる一対の短側壁
２５と、底壁２４の両長辺側から外方へ延びるとともに、両短側壁２５間に挟まれた台形
状の長側壁２６とから、一面が開口して形成されている。
【００２１】
配線器具取付枠２３の底壁２４において、その一方の長辺側には一対の第１保持孔２７が
形成され、それらは底壁２４の両短辺方向へ横長に延びる長方形状に形成されるとともに
、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側が通過可能な大きさに設定されてい
る。底壁２４の他方の長辺側には一対の第２保持孔２８がほぼ十字状に形成されている。
この両第２保持孔２８はコンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側を、正面縦長
長方形状又は正面横長長方形状のいずれか一方の設置向きで通過可能に設定されている。
【００２２】
各第１保持孔２７の周縁部において、底壁２４の一方の短辺側には一対の係止孔２９がそ
れぞれ形成され、他方の短辺側には嵌合孔３０がそれぞれ形成されている。各第２保持孔
２８の周縁部において、底壁２４の一方の短辺側及び他方の長辺側には一対の係止孔２９
がそれぞれ形成され、他方の短辺側及び一方の長辺側には嵌合孔３０がそれぞれ形成され
ている。
【００２３】
そして、第１保持孔２７において、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の一方の係
止凸部２０を、底壁２４の内面側から係止孔２９に係止させ、他方の係止凸部２０を嵌合
孔３０に嵌合する。その結果、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９を、その前面側
が第１保持孔２７から臨み込むとともに、底壁２４の両短辺方向へ横長に延びる長方形状
に配線器具取付枠２３に保持することができるようになっている。また、第２保持孔２８
においては、第１保持孔２７と同様の方法により、コンセント１８又はＴＶ用コンセント
１９を、それらの前面側が第２保持孔２８から臨み込むとともに、底壁２４の両短辺方向
又は両長辺方向へ長く延びる長方形状に保持することができるようになっている。つまり
、第２保持孔２８にその設置向きを９０度回転させて保持することができるようになって
いる。
【００２４】
図６に示すように、両長側壁２６の先端縁には内方へ突出する突片３１が、長側壁２６の
長さ方向へ２箇所にそれぞれ形成されている。そして、蓋体１０に形成された開口から配
線器具取付枠２３の各突片３１を配線ダクト１１の両側縁部の凹条１３にそれぞれ係止さ
せることにより、コンセント１８及びＴＶ用コンセント１９を保持した配線器具取付枠２
３を配線ダクト１１に取付けることができるようになっている。
【００２５】
図２に示すように、配線器具取付枠２３の底壁２４の両長辺側には、それらに沿って３箇
所に係合孔３２が形成されている。また、底壁２４の中央の一方の長辺側には透孔３３が
形成されている。そして、図２及び図６に示すように、配線ダクト１１に取付けられた配
線器具取付枠２３の透孔３３から配線ダクト１１の固定溝１５に取付ビス１５ａをねじ込
むことにより、配線器具取付枠２３を配線ダクト１１に移動不能に固定することができる
ようになっている。
【００２６】
図２に示すように、配線器具取付枠２３の底壁２４の外面側に取付けられ、配線器具取付
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枠２３を介して配線ダクト１１に設置されるプレート本体３４は、合成樹脂板により横長
長方形状に形成され、その大きさは前記配線器具取付枠２３の底壁２４の大きさとほぼ対
応している。プレート本体３４の一方の長辺側には、プレート本体３４の両短辺方向へ横
長に延びる長方形状の第１通過孔３５が２箇所に形成され、その大きさは２２．７ｍｍ×
２８ｍｍに設定されている。他方の長辺側には正方形状の第２通過孔３６が２箇所に形成
されている。そして、第１通過孔３５，第２通過孔３６は配線器具取付枠２３に保持され
たコンセント１８又はＴＶ用コンセント１９等の配線器具の前面側が通過可能になってい
る。図２及び図４に示すように、プレート本体３４の裏面側の両長辺側には、それらに沿
って３箇所に係合爪３７が突設されている。
【００２７】
また、プレート本体３４には前記第１通過孔３５にそれぞれ対応して、それらの開口を閉
塞する閉塞蓋３８が着脱可能に取付けられる。この閉塞蓋３８は合成樹脂材料により長方
形状に形成され、その大きさは第１通過孔３５に対応している。図２及び図３に示すよう
に、閉塞蓋３８の裏面側の両短辺側には、爪３８ａがそれぞれ形成されている。そして、
その爪３８ａを第１通過孔３５の裏面側のプレート本体３４に係止させることにより、閉
塞蓋３８をプレート本体３４に取付けて、未使用の第１通過孔３５を閉塞することができ
るようになっている。
【００２８】
さらに、プレート本体３４には前記第２通過孔３６に対応して、合成樹脂板製の枠体３９
が着脱可能に取付けられる。この枠体３９は正方形状をなし、その中央には２２．７ｍｍ
×２８ｍｍの大きさの長方形状をなす貫通孔４０が形成され、その内周縁の長さはコンセ
ント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側の外周縁の長さに対応している。枠体３９の
裏面側の相対向する一対の側辺には、爪３９ａがそれぞれ突設されている。
【００２９】
そして、貫通孔４０の長さ方向が配線器具取付枠２３に保持されたコンセント１８又はＴ
Ｖ用コンセント１９の前面側の設置向きと異なる場合、貫通孔４０の長さ方向に対応する
ように枠体３９を９０度回転させ、その爪３９ａを第２通過孔３６の裏面側のプレート本
体３４に係止させることにより、枠体３９をプレート本体３４に取付けることができるよ
うになっている。
【００３０】
その結果、プレート本体３４と枠体３９とにより化粧プレート４１が構成される。さらに
、プレート本体３４の係合爪３７を配線器具取付枠２３の係合孔３２に係合することによ
り、化粧プレート４１を配線器具取付枠２３に取付けることができ、配線ダクト１１の配
線器具の配設装置４２が構成される。
【００３１】
配線ダクト１１の配線器具の配設装置４２の使用方法を以下に記載する。
まず、図１に示すように、建築物の壁面の表側において、配線ダクト１１の底面から壁面
にビス１１ａを打ち込んで配線ダクト１１を壁面の左右方向へ延びるように取付ける。図
１の破線に示すように、その配線ダクト１１内にケーブル１６及び同軸ケーブル１７を配
線ダクト１１の長さ方向に沿って配設する。そのケーブル１６をコンセント１８に接続し
、同軸ケーブル１７をＴＶ用コンセント１９の接続端子２２に接続する。
【００３２】
図２に示すように、配線器具取付枠２３をその長辺側が壁面の左右方向へ延びるように配
置する。その一方の第２保持孔２８にコンセント１８をその前面側が第２保持孔２８から
臨み込むように配線器具取付枠２３の裏面側から嵌め込み、正面横長長方形状に配線器具
取付枠２３に保持させる。同様に、他方の第２保持孔２８に、ＴＶ用コンセント１９をそ
の前面側が第２保持孔２８から臨み込むように配線器具取付枠２３の裏面側から嵌め込み
、正面縦長長方形状に配線器具取付枠２３に保持させる。
【００３３】
両第２保持孔２８はほぼ十字状をなしているため、コンセント１８又はＴＶ用コンセント
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１９の前面側が正面縦長長方形状又は正面横長長方形状に保持される。また、図６及び図
７の破線に示すように、ＴＶ用コンセント１９の接続端子２２は同軸ケーブル１７の延び
る方向上に位置するため、同軸ケーブル１７を折り曲げずにＴＶ用コンセント１９の接続
端子２２に接続される。
【００３４】
続いて、配線器具取付枠２３の両長側壁２６の突片３１を、蓋体１０に形成された開口部
から配線ダクト１１の凹条１３に係止させ、配線器具取付枠２３を配線ダクト１１に取付
ける。さらに、透孔３３から配線ダクト１１の固定溝１５に取付ビス１５ａをねじ込んで
配線器具取付枠２３が配線ダクト１１に移動不能に固定される。図７に示すように、この
状態において、コンセント１８は設置向きが正面横長長方形状に、ＴＶ用コンセント１９
は設置向きが正面縦長長方形状に配線ダクト１１に取付けられ、その配線ダクト１１を介
して壁面に取付けられる。
【００３５】
次いで、図２に示すように、プレート本体３４を長辺側が壁面の左右方向へ延びるように
配置する。一方の第２通過孔３６に対して、枠体３９をその貫通孔４０が正面横長長方形
状をなすようにプレート本体３４に取付ける。他方の第２通過孔３６に対して、枠体３９
をその貫通孔４０が正面縦長長方形状をなすようにプレート本体３４に取付ける。その結
果、化粧プレート４１が構成され、他方の第２通過孔３６に取付られた枠体３９は、一方
の第２通過孔３６に取付られた枠体３９に対して９０度回転している。
【００３６】
このとき、一対の第２通過孔３６は正方形状に形成され、枠体３９も第２通過孔３６に対
応して正方形状に形成されている。そのため、枠体３９は９０度回転させても第２通過孔
３６に対応してプレート本体３４に取付けられる。
【００３７】
続いて、プレート本体３４の係合爪３７を配線器具取付枠２３の底壁２４の係合孔３２に
係合して化粧プレート４１を配線器具取付枠２３に取付ける。すると、図１及び図７に示
すように、一方の枠体３９の貫通孔４０にコンセント１８の前面側が臨み込み、他方の枠
体３９の貫通孔４０にＴＶ用コンセント１９の前面側が臨み込むとともに、コンセント１
８及びＴＶ用コンセント１９の設置部周縁がプレート本体３４により覆われ、配線器具取
付枠２３の底壁２４が覆われる。その結果、コンセント１８の前面側が正面横長長方形状
に、ＴＶ用コンセント１９の前面側が正面縦長長方形状に壁面の表側に臨み込んで建築物
の壁面に設置される。
【００３８】
さらに、プレート本体３４の第１通過孔３５は未使用のため、閉塞蓋３８が第１通過孔３
５を閉塞してプレート本体３４に取付けられる。
前記の実施形態によって発揮される効果について、以下に記載する。
【００３９】
・　第２通過孔３６に対応して、枠体３９がプレート本体３４に着脱可能に取付けられ、
その枠体３９にはコンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側の寸法に対応する貫
通孔４０が形成されている。そして、枠体３９をその貫通孔４０がコンセント１８又はＴ
Ｖ用コンセント１９の前面側の設置向きに対応するように回転させるとともに、第２通過
孔３６に対応させてプレート本体３４に取付けて化粧プレート４１を構成することができ
る。従って、化粧プレート４１をコンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側の設
置向きに対応させて取付けることができる。
【００４０】
・　プレート本体３４の第２通過孔３６は正方形状に形成され、枠体３９も第２通過孔３
６の大きさに対応して正方形状に形成されている。そのため、枠体３９を９０度回転させ
ても第２通過孔３６に対応してプレート本体３４に取付けることができ、枠体３９の貫通
孔４０をコンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側の設置向きに容易に対応させ
ることができる。
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【００４１】
・　未使用の第１通過孔３５を閉塞する閉塞蓋３８がプレート本体３４に取付られる。そ
のため、第１通過孔３５から配線ダクト１１内に埃等が侵入して堆積し、トラッキング現
象を引き起こしたりするのを防止することができる。また、第１通過孔３５から配線ダク
ト１１内が見えるのを防止してその外観の低下を防止することができる。
【００４２】
・　プレート本体３４には第２通過孔３６が２箇所に形成されている。そのため、コンセ
ント１８とＴＶ用コンセント１９の２種類をその設置向きを変更して取付けることができ
るとともに、化粧プレート４１の使用範囲を拡大できる。
【００４３】
・　配線器具取付枠２３には、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側を正面
縦長長方形状又は正面横長長方形状に保持可能な第２保持孔２８が形成されている。その
ため、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側を所望する設置向きで保持させ
ることができる。加えて、配線器具がＴＶ用コンセント１９の場合、それをその接続端子
２２が同軸ケーブル１７の延びる方向上に位置するように正面縦長長方形状に保持するこ
とができる。従って、同軸ケーブル１７を折り曲げずにＴＶ用コンセント１９の接続端子
２２に接続することができ、その作業を容易に行うことができる。
【００４４】
・　プレート本体３４の裏面側の両長辺側には、それらに沿って３箇所に係合爪３７が突
設され、配線器具取付枠２３には係合爪３７に対応して係合孔３２が形成されている。そ
のため、化粧プレート４１の配線器具取付枠２３に対する着脱作業を容易に行うことがで
きる。また、閉塞蓋３８の裏面には爪３８ａが形成され、枠体３９の裏面にも爪３９ａが
突設され、それらにより閉塞蓋３８及び枠体３９をプレート本体３４に容易に取付けるこ
とができる。また、それらは合成樹脂材料製であるため、容易に撓んで閉塞蓋３８及び枠
体３９を第１通過孔３５から容易に取り外すことができる。
【００４５】
・　配線器具取付枠２３を配線ダクト１１に取付け、配線器具取付枠２３に化粧プレート
４１を取付けることにより、配線ダクト１１の配線器具の配設装置４２を構成することが
できる。従って、配線ダクト１１に取付けられるコンセント１８又はＴＶ用コンセント１
９の前面側の設置向きを容易に変更することができ、その設置向きの変更に容易に対応す
ることができる。
【００４６】
（第２実施形態）
第２実施形態は、上記第１実施形態と異なる点について主に説明する。
図８に示すように、合成樹脂製の配線用ボックス４３は、正面長方形状をなす開口を有す
る有底四角箱状のボックス本体４４に取付部４５が一体形成されて構成されている。上記
ボックス本体４４は相対向する一対の短壁４４ａ及び相対向する一対の長壁４４ｂと、そ
れらの一端側を閉塞する底板４４ｃとにより一面が開口されて構成されている。前記一対
の短壁４４ａには、配線貫通部４６が形成され、ケーブル１６及び同軸ケーブル１７は配
線貫通部４６に貫通して配設される。
【００４７】
前記取付部４５は所定厚さを有し、その取付部４５には取付孔４７が所定間隔をおいて形
成されている。そして、建築物を構築するための柱４８に対して、取付孔４７からねじ４
９をねじ込むことにより、配線用ボックス４３を被設置体としての柱４８に取り付けるこ
とができるようになっている。
【００４８】
ボックス本体４４の底板４４ｃ上において、一対の短壁４４ａの内面位置には円筒状をな
す配線器具取付筒５０が、その先端部が開口に臨むように形成され、その中央には挿通孔
５１が形成されている。そして、配線器具取付枠２３から固定ビス２３ａを挿通孔５１に
ねじ込むことによりボックス本体４４に配線器具取付枠２３を取付けることができるよう
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になっている。
【００４９】
合成樹脂板製の配線器具取付枠２３は矩形板状に形成され、その長さ方向の両端にはビス
孔５２が形成されている。また、第２保持孔２８が配線器具取付枠２３の長さ方向へ２箇
所に形成されている。それらはほぼ十字状に形成され、コンセント１８又はＴＶ用コンセ
ント１９の前面側を、正面縦長長方形状又は正面横長長方形状のいずれか一方の設置向き
で通過可能に設定されている。そして、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９を第２
保持孔２８にその設置向きを９０度回転させて保持することができる。
【００５０】
合成樹脂板製のプレート本体３４は矩形板状に形成され、その大きさは前記配線器具取付
枠２３の大きさとほぼ対応している。プレート本体３４には、正方形状の第２通過孔３６
がプレート本体３４の長さ方向へ２箇所に形成されている。そして、各第２通過孔３６は
コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側が通過可能になっている。第２通過孔
３６に対応して、第１実施形態と同様の構成の枠体３９が貫通孔４０の向きをコンセント
１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側の設置向きに対応するように９０度回転させてプ
レート本体３４に取付けることができる。
【００５１】
さて、第２実施形態の化粧プレート４１の使用の際には、まず、取付孔４７において、ね
じ４９を使用して柱４８に取付部４５を介して配線用ボックス４３を取り付ける。その配
線用ボックス４３の一対の配線貫通部４６にケーブル１６と同軸ケーブル１７をそれぞれ
貫通配設し、ケーブル１６にコンセント１８を接続し、同軸ケーブル１７にＴＶ用コンセ
ント１９を接続する。次いで、配線用ボックス４３の開口側に図示されない壁が設置され
、その壁には、配線用ボックス４３の位置に対応する孔が形成される。
【００５２】
次に、配線器具取付枠２３をその長辺側が上下方向へ延びるとともに、前記孔を塞ぐよう
に壁表側に配置する。配線器具取付枠２３の一方の第２保持孔２８に、コンセント１８を
その前面側が第２保持孔２８から臨むように配線器具取付枠２３の裏面側から嵌め込み、
正面横長長方形状に保持させる。他方の第２保持孔２８に、ＴＶ用コンセント１９をその
前面側が第２保持孔２８から臨むように配線器具取付枠２３の裏面側から嵌め込み、正面
縦長長方形状に保持させる。
【００５３】
続いて、配線器具取付枠２３のビス孔５２から固定ビス２３ａを挿通孔５１にねじ込んで
、配線用ボックス４３に壁を介して配線器具取付枠２３を取付ける。図９に示すように、
この状態において、コンセント１８は設置向きが正面横長長方形状に、ＴＶ用コンセント
１９は設置向きが正面縦長長方形状に配線用ボックス４３に取り付けられる。
【００５４】
次いで、プレート本体３４を長辺側が上下方向へ延びるように配置する。一方の第２通過
孔３６に対して、枠体３９をその貫通孔４０が正面横長長方形状をなすようにプレート本
体３４に取付け、他方の第２通過孔３６に対して、枠体３９をその貫通孔４０が正面縦長
長方形状をなすようにプレート本体３４に取付ける。これにより、化粧プレート４１が構
成される。
【００５５】
続いて、プレート本体３４の係合爪３７を配線器具取付枠２３の底板４４ｃの係合孔３２
に係合して化粧プレート４１を配線器具取付枠２３に取付ける。すると、一方の枠体３９
の貫通孔４０にコンセント１８の前面側が臨み込み、他方の枠体３９の貫通孔４０にＴＶ
用コンセント１９の前面側が臨み込むとともに、コンセント１８及びＴＶ用コンセント１
９の設置部周縁がプレート本体３４により覆われ、配線器具取付枠２３の底板４４ｃが覆
われる。その結果、図９に示すように、コンセント１８の前面側が正面横長長方形状に、
ＴＶ用コンセント１９の前面側が正面縦長長方形状に室内側に臨み込んで設置されて、配
線用ボックス４３に配線器具の配設装置４２が取付けられる。
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【００５６】
従って、第２実施形態の化粧プレート４１を使用した場合も、コンセント１８及びＴＶ用
コンセント１９の設置向きに対応することができるとともに、配線用ボックス４３の開口
を覆うことができる。
【００５７】
なお、本実施形態は、次のように変更して具体化することも可能である。
・　図１０に示すように、第１実施形態の配線器具取付枠２３の両第１保持孔２７にコン
セント１８をそれぞれ保持させ、両第２保持孔２８にＴＶ用コンセント１９を正面縦長長
方形状にそれぞれ保持させる。そして、枠体３９の貫通孔４０をＴＶ用コンセント１９の
設置向きに対応させて、第２通過孔３６に枠体３９をそれぞれ取付けても良い。又は両第
２保持孔２８にコンセント１８を正面横長長方形状にそれぞれ保持させても良い。
【００５８】
このように構成した場合、室内側に臨む配線器具の個数を増加させて、多数の電気機器を
接続を可能にすることができる。
・　第１実施形態の配線器具取付枠２３のどちらか一方の第１保持孔２７のみに配線器具
を保持させ、他方の第１保持孔２７を閉塞蓋３８により閉塞する。両第２保持孔２８に配
線器具をそれぞれ正面横長長方形状、正面縦長長方形状又は一方を正面横長長方形状に他
方を正面縦長長方形状にそれぞれ保持させても良い。そして、枠体３９をその貫通孔４０
を配線器具の設置向きに対応させて、第２通過孔３６に対応させてプレート本体３４に取
付けても良い。このように構成した場合も、配線器具を所望する設置向きに設置すること
ができ、それらを使用しやすくすることができる。
【００５９】
・　第１実施形態の配線器具取付枠２３の第１保持孔２７の少なくとも一方を正面十字状
に形成し、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側を、正面縦長長方形状又は
正面横長長方形状のいずれか一方の設置向きで通過可能に設定する。プレート本体３４の
第１通過孔３５の少なくとも一方を第１保持孔２７に対応させて正方形状に形成し、その
第１通過孔３５に対応して枠体３９をプレート本体３４に取付可能に形成しても良い。こ
のように構成した場合、第１保持孔２７に配線器具を設置向きを変更して保持させ、その
設置向きに対応して化粧プレート４１を配線器具取付枠２３に取付けることができる。
【００６０】
・　第１実施形態の配線器具取付枠２３に第２保持孔２８のみを１箇所に形成し、その第
２保持孔２８に対応させてプレート本体３４に第２通過孔３６を１箇所に形成しても良い
。このように構成した場合、配線器具取付枠２３の構成を簡易化して、その製造を容易に
行うことができる。
【００６１】
・　第１実施形態において、配線ダクト１１を上下方向へ延びるように壁面の表側に取付
け、例えばコンセント１８を第２保持孔２８に正面横長長方形状に保持させ、ＴＶ用コン
セント１９を第１保持孔２７に正面縦長長方形状に保持させる。そして、枠体３９をその
貫通孔４０をコンセント１８の設置向きに対応させて、プレート本体３４に取付けても良
い。このように構成した場合も、配線ダクト１１の設置向きに対応させて配線器具の設置
向きを変更することができる。
【００６２】
・　第２実施形態の配線器具取付枠２３の両第２保持孔２８に配線器具を正面横長長方形
状又は正面縦長長方形状にそれぞれ保持させても良い。そして、枠体３９をその貫通孔４
０を配線器具の設置向きに対応させてプレート本体３４に取付けても良い。このように構
成した場合も、配線器具を好ましい設置向きに設置することができ、それらを使用しやす
くすることができる。
【００６３】
・　図１１に示すように、第２実施形態の配線器具取付枠２３に第２保持孔２８を１箇所
又は３箇所以上形成し、プレート本体３４に第２保持孔２８に対応して第２通過孔３６を
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１箇所又は３箇所以上形成しても良い。このように構成した場合、必要とされる配線器具
の個数に容易に対応することができる。
【００６４】
・　第２実施形態の配線器具取付枠２３において、一方の第２保持孔２８を第１保持孔２
７に変更しても良い。このように構成した場合も、配線器具を好ましい設置向きに設置す
ることができ、それらを使用しやすくすることができる。
【００６５】
・　図１１に示すように、横方向へ延びる桟５３に第２実施形態の配線用ボックス４３を
横方向へ延びて取付け、その配線用ボックス４３に配線器具取付枠２３を介して配線器具
を正面横長長方形状に設置する。このとき、配線器具取付枠２３の第２保持孔２８に配線
器具を正面横長長方形状又は正面縦長長方形状にそれぞれ保持させても良い。そして、枠
体３９をその貫通孔４０を配線器具の設置向きに対応させて、プレート本体３４にそれぞ
れ取付けても良い。このように構成した場合も、配線器具を好ましい設置向きに設置する
ことができ、それらを使用しやすくすることができる。
【００６６】
・　各実施形態の配線器具取付枠２３において、第１通過孔３５及び第２通過孔３６を省
略し、第２保持孔２８を円形状に形成し、配線器具をその設置向きを３６０度変更して保
持可能に構成する。プレート本体３４において、枠体３９を円形状に形成して、枠体３９
をその貫通孔４０を３６０度回転可能にプレート本体３４に取付ける。そして、配線器具
の設置向きに貫通孔４０を対応させて枠体３９をプレート本体３４を回転させても良い。
又は第２保持孔２８、第２通過孔３６及び枠体３９を正面三角形状、正面五角形状、正面
六角形状、八角形状等に変更しても良い。このように構成した場合、配線器具の設置向き
に確実に対応することができる。
【００６７】
・　各実施形態において、枠体３９の未使用の貫通孔４０を閉塞するようにプレート本体
３４に閉塞蓋３８を取付けても良い。
・　配線器具としてスイッチ、電話のモジュラージャック等に変更しても良い。
【００６８】
・　各実施形態において、配線器具取付枠２３、プレート本体３４、閉塞蓋３８及び枠体
３９の少なくとも１つを金属材料等に変更しても良い。
・　第１実施形態において、配線器具取付枠２３の底壁２４に挿通孔５１を形成し、プレ
ート本体３４から挿通孔５１に固定ビス２３ａを挿通してプレート本体３４を配線器具取
付枠２３に取付けても良い。
【００６９】
・　各実施形態において、枠体３９に、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面
側が貫通孔４０に臨み込んだ状態で保持する保持手段を設け、配線器具取付枠２３を省略
する。そして、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９の前面側が貫通孔４０に保持さ
れた枠体３９を、その設置向きを変更してプレート本体３４に取付けても良い。
【００７０】
・　各実施形態において、プレート本体３４に、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１
９の前面側が第２通過孔３６に臨み込んだ状態で保持する保持手段を設け、配線器具取付
枠２３を省略する。そして、コンセント１８又はＴＶ用コンセント１９を、その前面側の
設置向きを変更して第２通過孔３６に保持させ、その設置向きに対応させて枠体３９をプ
レート本体３４に取付けても良い。
【００７１】
さらに、前記実施形態より把握できる技術的思想について以下に記載する。
・　前記通過孔を閉塞する閉塞蓋を通過孔に対応してプレート本体に着脱可能に設け
【００７２】
このように構成した場合、通過孔からその内部に埃等が侵入するのを防止することができ
る。
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・　前記通過孔は正方形状に形成され、枠体は通過孔に対応する平面正方形状に形成され
てい
【００７３】
このように構成した場合、枠体を９０度回転させても通過孔に対応してプレート本体に取
付けることができる。
【００７４】
【発明の効果】
以上詳述したように、この発明によれば、次のような効果を奏する。
請求項１に記載の発明の は、配線器具の設置向きを所望する方向へ変
更することができ、その設置向きの変更に容易に対応することができる。
【００７５】

、配線器具の前面側を通過させてプレート本体の前面側に臨み込ませることができる
。
【００７６】

、配線器具の設置向きを配線器具が使用しやすい方向へ変更することができる。
【００７８】

、室内側に臨む配線器具の個数を増加させて、多数の電気機器を接続可能にすること
ができる。
【００８０】

、配線器具の設置向きを配線器具が使用しやすい方向へ変更することができる。
【００８１】
請求項 に記載の発明の配線器具の配設装置は、請求項 記載の発明の効果に加えて、
配線ダクトに対して配線器具の設置向きを所望する方向へ変更して取付けることができ、
その設置向きの変更に容易に対応することができる。
【００８２】
請求項 に記載の発明の配線器具の配設装置は、請求項 記載の発明の効果に加えて、
配線用ボックスに対して配線器具の設置向きを所望する方向へ変更して取付けることがで
き、その設置向きの変更に容易に対応することができる。
請求項 に記載の発明の配設器具の配設装置は、請求項１～請求項 のいずれかに記載の
発明の効果に加えて、貫通孔からその内部に埃等が侵入して堆積し、トラッキング現象を
引き起こしたりするのを防止することができる。また、貫通孔内が見えるのを防止してそ
の外観の低下を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態の配線器具の配設装置を示す斜視図。
【図２】第１実施形態の配線器具の配設装置を示す分解斜視図。
【図３】枠体を示す図２の３－３線断面図。
【図４】プレート本体を示す図２の４－４線断面図。
【図５】ＴＶ用コンセントを示す斜視図。
【図６】配線器具の配設装置を示す側断面図。
【図７】第１実施形態の配線器具の配設装置を示す正面図。
【図８】第２実施形態の配線器具の配設装置を示す分解斜視図。
【図９】第２実施形態の配線器具の配設装置を示す正面図。
【図１０】第１実施形態の配線器具の配設装置の別例を示す正面図。
【図１１】第２実施形態の配線器具の配設装置の別例を示す正面図。
【図１２】従来の配線器具と同軸ケーブルとの接続状態を示す正面図。
【符号の説明】
１１…配線ダクト、１６…配線としてのケーブル、１７…配線としての同軸ケーブル、１
８…配線器具としてのコンセント、１９…配線器具としてのＴＶ用コンセント、２３…配
線器具取付枠、３４…プレート本体、３５…第１通過孔、３６…第２通過孔、３８…閉塞
蓋、３９…枠体、４０…貫通孔、４１…化粧プレート、４２…配設装置、４３…配線用ボ
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配線器具の配設装置
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また

また

また

２ １に

３ １に

４ ３



ックス、４８…被設置体としての柱。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

(14) JP 3589915 B2 2004.11.17



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０１－１０３１１３（ＪＰ，Ａ）
              実開昭６１－０９２１１６（ＪＰ，Ｕ）
              特開昭６４－０３４１１７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０９３７６７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H02G  3/02

(15) JP 3589915 B2 2004.11.17


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

